
様式第２号（第４条第２項関係） 

番 号 

年  月  日 

（申請者の住所）益田市○○町○○番地 

（申請者の氏名）環境 太郎 様 

 

                            益田市長 山 本 浩 章

      

益田市上水道未給水世帯生活支援給付金（第３回）支給要件確認書 

 

益田市上水道未給水世帯生活支援給付金（第３回）について、第１回または第２回の益田市上水

道未給水世帯生活支援給付金（以下「前給付金」といいます。）の支給決定状況に基づき、要件が確

認できれば支給対象者に該当となるため、下記のとおり支給予定額をお知らせします。 

以下の内容を確認して、令和７年９月３０日までに、この確認書を返送してください。 

 

支給方法 口座振込   

支給日  確認書を市が受理した日から３０日以内 

支給口座 ○○銀行 ○○支店 111＊＊＊＊ ｶﾝｷｮｳ ﾀﾛｳ 

支給額  5,500円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 上記項目に対し確認・同意される場合に限り、給付金が受け取れます。 

※ 確認・同意された内容に誤りがある場合は、給付金が支給されないことや、支給された給付金の

返還を求める場合があります。 

※ 上記の回答期限までに返信がない場合、益田市は本給付金の支給を辞退したとみなします。 

 

【上記記入内容に相違ありません。】  ※世帯主氏名、確認日、電話番号を記載してください。 

世帯主氏名 環境 太郎 確認日 令和 ７年 ４月 １日 

電話番号 090－****-**** 日中に連絡可能な電話番号をご記載ください。 

                                    

 裏面に続きます。 

★印字されている口座以外に振込を希望さ

れる場合は、裏面の「変更後の受取口座記

入欄」に振込先の口座をご記入ください。 

★必ず「確認・同意事項」の内容をご確認のうえ、確認書をご提出ください。 

該当しない場合は支給できませんので提出しないでください。 

★上記内容をご確認いただき、相違なけれ

ば、宛名と同じ世帯主名、確認日、電話

番号を記入してください。 

【確認事項】 

・令和７年３月１日時点（基準日）において住所地で上水道の給水を受けていないこと。 

・基準日から確認時において引き続き同住所地で居住していること。 

・同一住所地に他の世帯主がいる場合（家屋が異なる場合を除く）、申請については代表の世帯

主が行うこと。 

※前給付金の申請をした世帯主とは別の世帯主が申請される場合は新規申請となりますので、

この確認書では申請できません。環境衛生課（３１－０２３２）へご連絡ください。） 

【同意事項】 

・受給資格の確認に当たり、市が公簿等の確認を行うこと。 

・市が支給決定をした後、この確認書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、

かつ、令和７年１０月３１日までに、市が申請者に連絡・確認できない場合に、益田市上水道

未給水世帯生活支援給付金が支給されないこと。  

 

記 入 例 



※表面に記載された前給付金の受取口座から変更を希望する場合のみ記載してくださ

い。口座変更無しの場合は記載も資料添付も不要です。 

 

   

表面記載の口座に代えて、下記の口座への振り込みを希望します。 

 

【変更後の受取口座記入欄】 

金融機関名 支店名 種別 
口座番号 

（右詰めでご記入ください） 

（フリガナ） 

口座名義 

○○銀行 ○○支店 
1.普通 

2.当座 

 
      

カンキョウ タロウ 

銀行コード  
 

  支店コード 
 

  環 境 太 郎 

 

（添付書類）添付書類は下記の枠の中に貼り付けてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者本人の「変更後の振込先が分かる書類の写し」 

下記のうち、どれか１つを添付してください。 

 

・通帳のコピー（口座番号と口座名義が記載された部分） 

・キャッシュカードのコピー 

・インターネットバンキングの画面の写し 

 

※金融機関、口座番号、口座名義人が分かるようにコピーしてください。 

添付書類 

※市確認欄 次の欄は記入しないでください   

給付金支給該当適否 適 ・ 否 

 

※表面に記載の口座と変更がない場合は添付不要です。 

★前給付金（表面記載口座）と振込口座を変

更する場合のみ、振り込みを希望される

口座をご記入ください。 

（※申請者（世帯主）の口座に限ります。） 

 その際は添付書類が必要となります。 

1 1 1 1 1 1 1 
9 9 9 9 9 9 9 


